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資料２



気候変動の影響による気温の上昇



これまでの治水対投資の成果 ～浸水面積が激減～



■気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う治
水対策、「流域治水」へ転換。

■治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫
域も含めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減
少させるための対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。

■流域治水の実施にあたっては、自然環境が有する多様な機能を活かす「グリーンインフラ」の取組を推進する。

「流域治水」への転換・推進



特定都市河川浸水被害対策法の概要

浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画（河川管理者、下水道管理者、都道府県知
事、市町村長が協同）の策定、河川管理者による施設整備の加速化、地方公共団体や民間事業者等
による雨水貯留浸透施設の整備、雨水の流出を抑制するための規制、水害リスクを踏まえたまちづ
くり・住まいづくり等、流域一体となった浸水被害防止のための対策を推進



特定都市河川法の制度・施策等



近年、気候変動の影響によりバックウォーター現象のおそれがある河川や狭窄部上流の河川等で水災害が頻発化してい
ることを踏まえ、これまで政令指定都市をはじめとする都市部を中心に行われてきた雨水貯留浸透施設の整備や土地利
用規制等の流域対策を、地方部も含む全国の河川で重点的に取り組むために流域治水関連法を整備。
土地利用規制等を含む流域水害対策計画に基づき実施される遊水地等の河川整備や雨水貯留浸透対策等のハード整備に
対して、予算を重点化。また、税制優遇等の支援により、水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくりを推進。
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気候変動により災害が頻発

※法律等に基づき実施■特定都市河川における区域指定までの主な流れ

浸水被害の危険が著しく高いエリアのイメージ

土地の貯留機能を将来にわたって
保全する区域

洪水が発生した場合に著しい危害
が生じるおそれがある区域
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ハード整備の加速化

・遊水地の整備 ・輪中堤の整備
・排水機場の機能増強
・貯留機能保全区域の周辺整備
（二線堤等）
・河道掘削 など

気候変動による降雨量の増加により、自然的条件
等の理由で浸水被害防止が困難な河川において、
従来想定していなかった規模での水災害が頻発

流域一体となった浸水被害防止のための
対策を推進

特定都市河川指定の主な流れ



■対応：青森県及び７市町村（十和田市、三沢市、東北町、七戸町六戸町、おいらせ町、六ヶ所村）農
政局と打合せを実施。

(主な意見)
・住民への周知をしっかりお願いしたい。
・特定都市河川指定後において事務の増大等について人員不足の中で心配である。など

⇒ 高瀬川を軸に指定することで公表を目指す。

●特定都市河川指定に向けたロードマップ（案）
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浸水被害対策の実施

※青森県区間における特定都市河川については調整中。

■背景：「流域治水」の推進においては、流域一体となった浸水被害対策を定めた法定計画である流域水害対
策計画に基づき、河川及び下水道の整備に加え、流域における貯留浸透対策や水害リスクを踏まえたまちづく
り・住まいづくり等を全国の河川で展開することが重要であることとされています。これを推進するため、高
瀬川については、当面５年間で先行的に指定等を進める河川になっており、ロードマップについて、関係地方
公共団体との合意形成を図り公表していくこととしております。

特定都市河川指定に向けたロードマップの公表

○引き続き、令和９年度を目途に今後関係機関と調整していく。


